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はじめに 

 

文部科学省が安全規制を所管している試験研究炉及び核燃料物質の使用者か

ら発生する放射性廃棄物（以下「研究所等廃棄物」という。図1参照。）に対す

る核物質防護については、基本的に含有するプルトニウムやウランの量により

核物質防護措置の要否が決められている。 

これらの施設においては、施設の操業や解体に伴い、多種多様の放射性廃棄

物が発生しており、また、今後これらの施設の廃止措置や埋設処分に向けた廃

棄物の処理により大量の放射性廃棄物の発生が予想される。含有する核物質量

により核物質防護の要否を判断する現行の考えに従えば、放射性廃棄物中に含

まれる核物質量が微量であっても大量の廃棄物が発生すれば、核物質防護措置

が必要となる。 

こうした今後の状況を踏まえ、核物質防護ワーキンググループにおいて、盗

取の観点及び妨害破壊行為の観点から、放射能濃度の低い研究所等廃棄物の核

物質防護について検討を行い、同ワーキンググループからの報告を受け、本報

告書をとりまとめた。 

本検討会において取りまとめた「放射能濃度が低い研究所等廃棄物の核物質

防護について（案）」に関しては、平成１９年７月９日（月）～８月９日（木）

までの間、意見募集を行い、本検討会における考え方を取りまとめ、本報告書

の最終取りまとめに反映させた。 

 

 

１．現行法令に基づく研究所等廃棄物の核物質防護措置 

（１）現行法令に基づく核物質防護措置 

研究所等廃棄物の核物質防護措置については、「核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、含有するウラン、プルトニウム

量が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」第２

条に定める防護対象特定核燃料物質の下限量を超える場合に核物質防護対

象としている（表 1）。 

 

（２）研究所等廃棄物の核物質防護措置に係る検討課題 

次の２．に示すように、今後、研究所等廃棄物の処分計画の進捗による埋

設処分のための廃棄体の作製及び試験研究炉や核燃料物質の使用者の廃止

措置に伴う大量の放射性廃棄物の発生が予想される。現行法令では、放射能
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濃度に関係なく含有するウラン、プルトニウム量により核物質防護の要否が

決まるため、微量のウラン、プルトニウムを含んだ廃棄物でも大量に存在す

れば、機械的に核物質防護措置が求められることとなるが、廃棄物の性状等

を踏まえて、その要否について改めて検討する必要がある。 

 

 

２．研究所等廃棄物の保管状況及び今後の処理計画 

（１）研究所等廃棄物の保管状況 

研究所等廃棄物は、独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力

機構」という。）、試験研究炉や核燃料物質を使用している大学、民間機関等

において発生する。これらの廃棄物は施設の運転や実験、施設の解体等に伴

って発生し、廃棄物の種類や形態は多種多様であり、放射能濃度は幅を持っ

ている。また、これらの廃棄物の一部にα核種濃度が高くプルトニウムを含

んだＴＲＵ（超ウラン）核種を含む廃棄物があるが、大半の核種の放射能濃

度は現在浅地中処分注１されている発電所廃棄物と同様である。これらの廃棄

物にはセメント等で固型化されたものがある。 
 

注１：放射性廃棄物の処分は、処分方法に適した形態に処理した後、廃棄物の特徴、放射能濃度や含

まれる放射性物質の種類によって、以下の４つの方法に分類される（図２参照）。 

① 浅地中処分（トレンチ（素堀り）処分）、② 浅地中処分（コンクリートピット処分）、 

③ 余裕深度処分、④ 地層処分 

 

（２）研究所等廃棄物の処理計画 

上述の研究所等廃棄物は、今後、浅地中処分等への対応が可能な廃棄体作

製のための処理が行われる計画となっており、溶融、高圧縮、均一固化など

の処理を施して廃棄体を作製するとした場合、浅地中処分対象の廃棄物は廃

棄体換算で、原子力機構で約 12.8 万本、大学、民間機関等で約 2.1 万本と

なるという試算結果になっている（図３、表２）。 

また、今後更に、試験研究炉や核燃料物質使用者の操業及び解体に伴い、

大量の廃棄物の発生が予想され、平成 60 年度末までに発生する廃棄物は、

廃棄体換算で、原子力機構で約 44.7 万本、大学、民間機関等で約３万本と

なる試算結果となっている（表２）。 

なお、大学、民間等においては、浅地中処分の対象となる廃棄体を保管す

る計画は現在のところないとしている。 

 

（３）現在保管廃棄中の固型化された廃棄物や今後発生する廃棄体の堅固さ 
今後、原子力機構において作製が計画されている廃棄体は、埋設時に受け

る荷重や放射性物質の閉じ込め等の観点から定まる廃棄体の強度等の基準
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を満足するように作製されるため、一定の堅固さを有するものとなる（図４）。

現在、原子力機構において保管廃棄中の廃棄物の一部については、上記と同

様の処理で固型化され、同等の堅固さを有するものもある。 

 

 

３．放射能濃度が低い研究所等廃棄物の核物質防護措置 

核物質防護は、核物質の盗取など不法な移転を防ぐとともに原子力施設に対

する妨害破壊行為を未然に防ぐことを目的としている。放射能濃度の低い研究

所等廃棄物の核物質防護措置について、盗取及び妨害破壊行為それぞれの観点

から検討することとした。 

 

（１）盗取の観点からの防護措置 

放射性廃棄物中に含まれる核物質の盗取については、①含有する核物質の

濃度が極めて低い場合には核兵器転用のために大量の廃棄物の盗取が必要

となること、②廃棄物中の核物質の取り出しが困難なこと等から、基本的に

魅力度は低いと考えられる。特に、現在保管廃棄中の固型化された廃棄物や

今後発生する廃棄体中の核物質については、核物質の取り出しが更に困難で

あることにより、盗取に対する魅力度は殆どないと考える。 

因みに、現行のＩＡＥＡガイドライン（INFCIRC/225/Rev.4）において、「い

かなる原子力活動にも、もはや使用できず、環境への飛散が最小化され、実

質的に回収が不可能な核物質は、慣行による慎重な管理に従って防護でき

る」とされており、当該ガイドラインの解説指針（IAEA-TECDOC-967（Rev.1））

において、「安定固化又はガラス固化した廃棄物のあるものはこの定義に適

合するであろう。」とされている。 

 

（２）妨害破壊行為の観点からの防護措置 

研究所等廃棄物は、放射能濃度や廃棄物の堅固さ等が様々であり、妨害破

壊行為による周辺公衆への放射線影響は、廃棄物の種類等により大きく異な

るものと考える。ここでは、放射能濃度の低い廃棄物について、妨害破壊行

為注２を想定した場合の周辺公衆への放射線影響の程度を考慮して防護措置

の要否を検討した。 

 

原子力機構において今後作製される浅地中処分の対象となり得る廃棄体の

平均的な核種組成及び放射能濃度が試算されている（表３、４）。このうち、

全α核種の放射能濃度の平均値は数10MBq/tonであり、この値を原子力安全

委員会の報告書において推奨値として示された浅地中処分の濃度上限値（全
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α核種：10GBq/ton）注３になるように他の核種を含め規格化し、浅地中処分

対象となり得る廃棄体に対する妨害破壊行為を想定した場合の被ばく評価

を保守的に行った結果、敷地境界における周辺公衆の被ばく線量は約１mSv

となった。 

 

したがって、原子力機構において現在保管中の固型化された廃棄物や今後

発生する廃棄体のうち浅地中処分の対象となるような一定の放射能濃度以

下のものについては、妨害破壊行為を想定したとしても周辺公衆に対する影

響は小さいと考えられる。 

 
注２：ＩＡＥＡガイドライン（IAEA/INFCIRC/225/Rev.4） 

2-1-1（妨害破壊行為） 

原子力施設あるいは使用、貯蔵または輸送中の核物質に対して行なわれる故意の行為であって、

放射線被曝又は放射性物質の放出に起因して職員や公衆の健康と安全及び環境に直接又は間接に

危害を及ぼす恐れのあるもの 

注３：浅地中処分（コンクリートピット処分）の放射能濃度上限値については、原子力安全委員会に

おいて了承された報告書において、全α核種の濃度上限値の推奨値として10GBq/tonが示されてい

る。（「低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る放射能濃度上限値について」（平成19年５月21

日原子力安全委員会了承（放射性廃棄物・廃止措置専門部会報告書）参照。） 

 

 

４．まとめ 

研究所等廃棄物は今後大量の発生が予想されており、現行の含有する核物質

量により核物質防護の要否を判断する考えに従えば、放射性廃棄物中に含有す

る核物質量が微量であっても大量の廃棄物が発生すれば、核物質防護措置が必

要となる。 

このため、核物質防護ワーキンググループにおける検討を踏まえて本研究炉

等安全規制検討会において、研究所等廃棄物の特徴を踏まえつつ、盗取及び妨

害破壊行為の観点を考慮して放射能濃度が低い研究所等廃棄物の核物質防護

の要否について検討を行った。 

研究所等廃棄物に対する核物質防護措置については、基本的にはＩＡＥＡガ

イドライン（INFCIRC/225/Rev.4）や現行の国内法令に基づき、含有する核物

質の種類や量により防護措置の要否を判断することとなるが、浅地中処分の対

象となるような一定の放射能濃度以下の固型化された廃棄物については、盗取

の観点から魅力度が殆どなく、妨害破壊行為を想定した被ばく評価の結果、周

辺公衆への著しい放射線影響を与えるおそれはないと判断されるため、特段の

防護措置は必要なく、通常の安全管理が適切に行われれば十分と考える。 
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